
入学後に発生した保護者等の失職、倒産などの家計急変による
経済的理由から授業料の納付が困難となった世帯を支援するた
めの補助金です。 ※返済は不要です。

当該補助金は、学校設置者（学校法人）が申請者に代わって受
け取り、授業料等と相殺されます。児童生徒や保護者等が直接受
け取るものではありません。 （学校によっては、一旦授業料等を納
め、後日、生徒や保護者が補助金相当額を受け取る場合もありま
す）。

５．受給するために必要な書類１．概要

私立小中学校授業料減免補助金について

三重県内に設置された以下の私立学校です。
・小学校・中学校・中等教育学校（前期課程） ・特別支援学校（小
学部・中学部）
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３．補助対象者

（１）家計急変年度
① 授業料減免申請書（様式Ａ－１）
② 家計急変の発生事由を証明する書類（離職票、雇用保険受給
資格者証等）

③ 保護者等全員の所得課税証明書
④ 家計急変した保護者等が勤務を継続している場合は収入証明書類

（２）家計急変年度の翌年度以降
① 授業料減免申請書（様式Ａ－２）
② 家計急変の発生事由を証明する書類
※前年度提出済みの場合は省略可

③ 保護者等全員の所得課税証明書
④ 家計急変後の収入を証明する書類（直近３カ月の給与明細書の写し
等）

⑤ 扶養親族の人数・年齢を確認するための書類（健康保険証の写し
等）

６．支給方法

（１）家計急変年度
〇保護者等のすべてが失業や倒産等（以下「失業等」という。）に
より授業料の納付が困難になった者

〇保護者等の一方が失業等をした場合において、他の保護者等
の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が
135,000円未満になった者

（２）家計急変年度の翌年度以降
〇保護者等の家計急変後の年収の合計が400万円未満相当
〇保護者等の資産保有額の合計が700万円未満

４．補助金額

（１）家計急変年度
授業料満額（※授業料以外の経費は補助対象外）

（２）家計急変年度の翌年度以降
28,000円を上限に授業料を補助
（※授業料以外の経費は補助対象外）

申請を希望する場合は
事前に事務局へご連絡
ください！

令和８年６月１１日



失業や倒産等により授業料の納付が
困難になった者とは・・・

入学後に保護者等が

「死亡・事故・病気・失職・倒産・離婚・被災等」
により収入が減少し、授業料の納付が困難になった者

※病気が原因で勤務が困難となり、欠勤等により収入が減少し、
授業料の納付が困難になった場合も含む。

※該当しないもの
〇自己都合退職（ただし事業主からの働きかけによる・
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職を除く）
本人の責による解雇
〇派遣・期限付き雇用・定年退職等退職時期が通常予見で
きるもの
〇自営業の自主廃業


